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・医療制度改革及び医師等確保対策に関する決議   

高齢化の進展等に伴う医療費の増嵩は、各医療保険制度の財政運  
営を圧迫している。 とりわけ、国民健康保険は、加入者における高  
齢者・低所得者の割合が著しく高いう．え、昨今の経済不況に伴う失  
業者の急増により更に厳しい事態となっている。   

このような中、嘩山新内閣は、国民皆保険制度の‾堅持を前提に後  
期高齢者医療制度の廃止に向けた琴たな制度のあり方や、医療提供  
体制の充実強化等のための診療報酬の改定等について、現在、検討  
を進めているところである。  

「方、月給体病院等たおいては、病院の閉鎖等による地域医療の  
崩壊や医師不足等に伴う様々な問題が生じてお－り、早急な対応が必  

要となっている。   

よって、国は、下記事項について万全の措置を講じられたい。  
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1．医療保険制度に？いて  

（1）後期高齢者医療制度の廃止につい七は、現行制度が一定の定  

着をみていることから、被保険者を始め現場に混乱が生じるこ  
とのないよう、都市自治体の意見を十分に尊重して検討するこ  

と。  

また、後期高齢者医療制度を廃止して新たに創設する医療保  

険制度については、全ての国民を対象とする医療保険制度の一  
本化に向けて、国または都道府県を保険者とする国民健康保険  
制度の再編・統合などを早急に検討すること。  

（2）平成21一年度までの当面の財政措置とされている国保制度にお  

ける高額医療費共同事業、保険基盤安定制度及び財政安定化支  
援事業については、平成22年度以降においても引き続き継続  

するとともに、国における十分な財政措置を講じること。  

（3）後期高齢者医獲制度の保険料負担軽減等の特別対策について  

は、平成22年度以降においでも引き続き継続し、国の責任に   

おいて十分な財政措置を講じること。   



▼   

2．医師t看護師等の確保対策及び地域医療の充実について  
（1）産科医・小児科医・麻酔科医等をはじめとする医師、看護師  

／   等の不足の解消や地域ごと・診療科ごとの医師偏在の是正を図  

るため、国の主要施策である「医療・介護の再生」等を実効あ   

るものとするとともに、医師・看護師等の絶対数を確保するづ  

く即効性のある施策及び十分な財政措置を早急に講じること。  
（2）自治体病院をはじめ公的病院については、地域の実情に応じ   

た医療を確保す亭ことができるよう、十分な財政措置を講じる  

こと。  

享た、自治体病院をめぐる経営環境が激変していることにか  

んがみ、制度改革や経営改善に係る具体的な情報の提供など病  

院経営の改革に向け、更に積極的な支援策を講じること。  

以上決議する。  

平成21年11月20日  

全国市長会   
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○新制度（前回   「高齢者医療制   度改革会議」資   料より引用）   

平成21年度  
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新制度移行のためのシステム開発にあたって  

○ 開発に着手する前から、早期の情報提供と  係者による事前準備が  貫く。  

○ 十分な開発・テス●卜期間を確保するために臥仕様の早期確定が必要ム  
■■  

公布及び関係通達の早期の通知が  ⇒ 法律・政省令の早  事。  
r  

注）市町村においては、－平成24年7月までに外国人痛報を住民基本台帳に・一本化   

することとなる。同じ時期に、新制度のシステムとのデ⊥タ連携等の対応が必妻。  

ヲ システム開発日程に余裕が必要。  

○ システム構築関連経費は、国で負担。  
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2010年1月12日  

高齢者医療制度改革会議  

盲義長．岩 村正 彦 様  

連合の提案する高齢者医療制度（意見書）一  

日本労働組合総連合会  

総合政策局長 小島 茂  

1．＿▲後期高齢者医療制度の問題点   

2008年4月1日からスタートした後期高齢者医療制度は、若年者に比べ、医療リスクの  

高いラ5歳以上の高齢者を切り離した医療保険制度であるという制度上の問題点だけでな  

く、政府や地方自治体からの事前の周知徹底不足、低所得の被保険者を中心とする想定外  

ナ の負担増等により、高齢者の不満が爆発し、大きな社会的混乱を引き起こす結果となった。   
後期高齢者医療制度は、医療費削減が目的で創設された矛盾だらけの制度であり、高齢  

者が安心して医療の受けられる持続可能な保険制度ではない。  

l  
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後期高齢者医療制度のここが問題！  

○公費負担の削減－・抑制が狙い。将来的に給付削減・サービス低下  

○高齢者には「前期」も「後期」もない  

075歳以上を 

○高齢者を年齢で輪切りにした「医療保険制度」は成り立たない  

○被用者保険の被扶養者も含めて、すべての75歳以上の高齢者が保険料を自ら負担  

○後期高齢者医療制度の財源の4割は現役世代からの支援金で、その「支ネ手」は、   

生まれたばかりの赤ちゃんも含めて計算された頭割り  

065歳～了4歳の前期高齢者の制度間政調整は、被用者保険が市町村国保を支える仕組   

みで現役の保険料もア 

OZO14年までの経過措置として残された砧歳までの「退職者医療制度」も、公費負   

担を増やしたくない国の場当たり的な措置  

○後期高齢者診療科・終末期相談料は、高齢者に限定すべきない  

○前政府・与党の見直しは、小手先の対策   



＿ヱニ＿  」 ＿】  

2．連合の「退職者健康保険制度（仮称）」の提案   覇
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連合は、被用者保険の加入者が退職後も引き続き健康保険法の適用を受ける医療保険制  
度への加入が出来るよう、新たな制度として「退職者健康保険制度（仮称）」の創設を提  

案す声。基本的な考え方としては、国民健康保険と被用者保険グノ｝－プめ2本立てを前提  
として、被用者保険の退職者は、国民健康保険に加入するのではなく、被用者保険グルー  

プが共同で運営する新たな制摩（退職者健康保険制度（仮称））に引き続き加入する。（突  

き抜け方式）  

具体的には、  

（1）被用者保険の被保険者が、茸年退職後等に医療リスクが高くなってから国民健康保   
険に移動するのではなく、各被用者保険共通の医療保険として、『退職者健康保険制度   

（仮称）』を創設し、そのまま被用者保険‘oB■（退職者）として、引き続き健康保険法   

において医療余付が受けられる杜絶みとする。（いわば、由行の「退職者医療制度」の   

年齢上限を撤廃し、被用者保険に位置づけるものである。）  

（2）国民健康保険は、地域格差を是正するため、都道府県単位に広域化する。  

（3）低所得の高齢者等に対しては、続一的な基準ヒよる保険料減免措置の制度化等、公  

費による支援め充実をはかる∴   

ヨ
」
t
．
1
一
 
 

この機能分担、役割整理によって、被用者保険グループと国民健康保険の双方の保険者  

が、自立して保険者機能を発揮することを可能とする。  
・
－
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（図1）連合の退職者健康保険制度（仮称）の考え方   



退職者健康保険制度（仮称）の基本的な仕組み  

1．基本的な考え方   

○若年層に比べ、健康リスク、医療リスクの高い高齢者を独立させた制度は保険原理に馴   

染まない。   

○少子高齢化と医療技術の進歩により、医療費の増加は必然であ卵ミ、．これに対して、医   
療の質は確保しながら、不必要な支出を抑制し、医療費の適正化を図るために、医療保   

険者が強力な俸険者機能を発揮すろことが必要である。 

0保険者機能が適正に機能するためには、旧政管健保のような全国一保険者では規模が大   

きすぎ、市町村国保では、逆にリスク分散の観点から規模が小さすぎる。保険者機能が  

■  適正に発揮できる規模を維持しつつ、自立した運営を確保することが必要である。  
2．知象者   

○被保険者期間が通算して一定期間喧互生）を超える退職者とその扶養家族を対象とする。   

（※「一定期間」については、現在め雇用労働の実態を踏まえ、厚生年金の適用期間の   

見直し等と併せて今後検討する。）  

3．保険料 

0給付と負担については、健康保険法を適田する。   

○保険料については、都道府県毎に整理することとし、一退稼者を含めた各都道府県の被用   

者保険医療費の総額から自己負担分を除いた給付費総額を（被保険者数×標準報酬）で   

除して、その2分の1を退職者の保険料垂とする。各退喘者の所得（年金）総額に嘩険   

料率を乗▲じて保険料を算出する。残りの2分の1の保険料分（事業主負担相当分）につ   

いては、都道府県単位ではなく、全国一本とした上で、被用者保険全体での按分とする。   

○退職者の保険坪ま年金からの天引きを原則とするが、普通徴収の選択も検討する。  

4．公費   

070歳以上の医療給付費への公費は5割とし、 

の高齢者比率に応じて按分する。 

5．・保険者間の財政調整と支援金・拠出金   

○現行の「後期高齢者医療制度」、「退犠者医療制度」i剖亮止するため、それに伴う各支援   

金・拠出金制度も廃止する。   

065歳～74歳を対象とした国民健康保険と被用者保険の制度間財政調整をま廃止する。  
6．運営主体   

○退職者健保を含む全被用者保険の代表者及び労使代表者で構成する管理運単機関を中央   

と各県に設置する。 

○被保険者は、基礎年金番号を活用し、各都道府県で把握する。   

○被用者保険の現役世代iま既存の保険者（組合陸保、協会けんぽ、共済等）に引き続き加  

入する。   

○市町村国保についても、都道府県単位に広域化し、安定運営を目指す。  

7．患者窓口負担  

○窓口一部負担は、保険制度の種類に関わらず70歳以上は一律で1割負担とする。（69歳  

以下2割負担、乳幼児は無料）   
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3．「退職者健康保険制度（仮称）」の課題と対応  

（1）国民健康保険への財政的影響   

被用者保険の被保険者であった退職者は、現状では、一般的に国民健康保険の加入者   

と比べ、厚生年金の給付等、比較的に安定して高い収入がある場合が多く、連合の「突  

き抜け方式＝退職者健康保険制度（仮称）」・が実現すると、星野   

保険料納付者がいなく‡なり、国保財政が破綻するとの指摘もある。  

国民健康保険においては∴よ・り適切な保険者運営の広域化と、高齢者に対する公  

援の充実によって、保険者機能を強化していくことが、安心と信頼の国民皆保険制度を  

支え＆基盤になると考える。  

（2），被用者への健康保険の適用   

自営業者を中心とする医療保険であるはずの国民健康保険に、現在、雇用労働者全体   

のおよそ4分の1が加入している。 また、国民鹿康保険の加入者のうち、無職の割合は   

5割を寧えるといわれるが、そのうちの●10％は、60歳未満の、いわゆる「現役世代」と 

して被用者となるべき人々である。   

こうした実態も合わせて考えれば、国民健康保険に加入する被用者及び被用者とな冬   

べき人々に対して、社会保険を適用させる仕組みを作っていくことこそが必要である。   

また、「退職者健康保険制度」において被用者期間を設定することについて、雇用の流   

動化に対応できないとの指摘もある。現役時代におけ＿る被用者への社会保険の完全適用   

が行われることより、雇用形態を問わず被用者の生涯にわたる医療保険の保障が可能と   

なると考える。   
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r社会保障基金」（仮称）の創設と退職者健康保険制度（仮称）の運営について   

連合は、・「21．世紀社会保障ビジョン」において、年金や、労働俸険（雇用；一労災）も含め  

た、雇用労働者の社会保障制度全体の運営について、政府から切り敵した第三者機関として  
『社会保障基金』（仮称）を創設し、当事者である労使代表の参画によって、民主的に運営し  

ていく構想を提案している。   

・（図2）社会保障基金のイメージ図（連合陀1世紀社会保障ビジョン」）  

l  
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『退職者健康保険制度（仮称）』についても、実際の運営にあたっては、この「社会保障基  

金」（仮称）に業務委託することを基本とする。  

その上で、2008年10月からチタートしている「全国健康保険協会」が、都道府県単位で  

労使代表が参画する評議会を設置し、保険料や事業計画等、実質的な保険者運営を行なう役  

割を担っているところであり、連合の提案と方向性が一致する部分も多いため、当面の現実  

的かづ、暫定的な構想として、この「全国健康保険協会」に退職者鹿康喋険制度（仮称）の  

運営を委託することも含めて検討する。   



（図3）退職者健康保険制度（仮称）の保険者運営の具体化  

○退職者健康保険制度（仮称）は、全ての被用者保険の保険考が共同により運営する管理運営機関を設  
置し、実際の事務運営に当たっては、「社会保障基金」の中に設置する現役被用者の医療保険を運営す  
る地方運営機関に業務委託する。（管理運営機関として、各被用者保険の保険者代表と、退職者の代表  
による「運営協議会」を定期的に開催する。）  （連合▲・21世紀社会保障ビジョン）  
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以 上   
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